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パート１
急性期病棟の身体拘束



身体拘束とは

• 身体拘束
• 「衣類又は綿入り帯等を使用して、一時的に当該患者の身体
を拘束し、その運動を抑制することをいう」（昭和63 年4 月
8 日厚生省告知第129 号における身体拘束の定義）

• 身体拘束の適応
• 患者本人又は他の患者等の生命及び身体を保護するための緊
急やむを得ない場合である。適応の3要件とは「切迫性」、「非
代替性」、「一時性」

• 「切迫性」
• 患者本人又は他の患者の生命及び身体が危険にさらされる可能性が著し

く高いこと。たとえば気管（切開）チューブ・中心静脈カテーテル・動
脈カテーテル等の処置を行われている場合

• 「非代替性」
• 身体抑制その他の行動制限を行う以外に代替する看護（介護）方法がな

いとき

• 「一時性」
• 身体抑制その他の行動制限が一時的なものであることである。











40点減算



医療では入院料の通則で
身体拘束が規定されている

・入院料の通則は、入院医療の費用をどのよう
に算定するかについての基本的なルールのこと

・診療計画や院内感染防止対策、医療安全管理
体制、栄養管理などが含まれている。



パート２
介護施設と身体拘束







100分の１単位減算
2023年介護報酬改定





介護における身体拘束禁止は、
介護保険法（2000年）および関連する厚
生労働省のガイドラインに基づいている



パート３
精神科病棟の身体拘束



OECD加盟国の人口1000人あたりの精神科病床数
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精神科病棟における身体拘束は「精神保健
福祉法」第３６条に規定されている。
身体拘束は精神保健指定医が必要と認め
る場合に限る（1988年）





精神科身体拘束の国際比較

•杏林大学長谷川利夫教授らの国際共同
研究、精神科身体拘束の国際比較

• 国際精神医学雑誌「エピデミオロジー・アンド・サイキア
トリック・サイエンシズ」

•精神科で身体拘束の人口あたりの頻度
の国際比較
• 日本の精神科における身体拘束の頻度
• オーストラリアの約599倍
• 米国の約266倍
• ニュージーランドの2000倍以上



ケリー・サペジ事件

• 2017年5月、ニュージー
ランド人のケリー・サ
ベジさんが神奈川県内
の病院で亡くなった。

• 当時27歳だった。ケ
リーさんは亡くなる前
に精神科病院で両手足
首と腰をベッドに約240
時間拘束された後、心
肺停止状態になり、別
の病院に緊急搬送され
たが搬送先の病院で亡
くなった。 鹿児島県の志布志（しぶし）市で

英語教師として働いていた
ケリー・サベジさん



ケリー・サペジ事件

• ケリーさんは高校生の時に
躁うつ病を患い入院も経験
したが、ニュージーランド
の病院では身体拘束をされ
たことはないという。

• 今回の日本の病院における
精神科の対応では、ケリー
さんが看護師や医師に対し
暴力的な行動に及んだり、
入院についての反抗的な対
応をしたりすることはな
かった

• それにも関わらず、10日間
にわたり病室の外から鍵を
かけられ、ベッドに拘束さ
れた。



東京新聞
身体拘束、なぜ
心が痛むの？

（出典：東京新聞 2023年7月7日）



身体拘束の法整備の違い

診療報酬通則
2024年

介護保険法
2000年1988年



憲法・人権法 身体拘束個別法

米国 連邦法で患者の権利保護
に関する規定に身体拘束
が含まれている

英国 人権法（Human Rights 
Act）1998年

精神保健施設法（Mental
Health Units Act）2018年

カナダ カナダ人権法（Canadian 
Human Rights Act）

ニュージーランド ニュージーランド権利章
典法（New Zealand Bill of 
Rights Act)1990年、人権法
（Human Rights Act）1993
年

フランス 精神保健法（Loi sur la Sante 
Mentale)

ドイツ ドイツ基本法第2条（人身
の自由）、第104条（自由
はく奪時の権利保護）

ドイツ民法第1906条（精神疾
患患者の身体拘束）

日本 憲法18条、憲法第13条 介護保険法、精神保健福祉法
医療法の規定はない

先進各国の身体拘束に関する法体系



まとめと提言

・身体拘束最小化が2024年診療報酬に導入、
2025年6月より実施されている。

・身体拘束については、精神科から始まり、
介護保険、診療報酬へと導入が拡大された

・しかし医療においてはまだ個別法がない
・医療法で、医療安全の観点から身体拘束・
患者隔離に対する個別法を定めるべき

・さらに身体的拘束・隔離の上位の包括的な人権法も
整備すべき。



ご清聴ありがとうございました

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
muto@kinugasa.or.jp

日本医療伝道会衣笠病院グループで外来、老健、在宅クリニックを
担当しています。患者さんをご紹介ください

本日の講演はホームページ上で公開しています。
以下をクリックしてご覧ください

mailto:muto@kinugasa.or.jp
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